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地区 項目 活用のための整備内容

Ｃ

御殿 

地区

遺構の復元整備・遺

構表示等・御殿など

の歴史的建造物の復

元・庭園等の復元整

備

短期及び持続的に実施するもの

・ガイダンス施設として活用している資料館は、当面は継続的な活用

を行い、展示内容の充実を図り、情報発信に努める。

・御殿・庭園の復元に向けて資料や情報の収集を行う。

中・長期

・資料館や駐車場は城外への移転整備を検討する。

・御殿跡や庭園跡の発掘調査を実施し、その成果や歴史資料に基づい

て建物復元も含めた史跡整備を実施する。

搦手・ 

東側地区
便益施設等

・遊具などのその他の構成諸要素については城外への移設や撤去を適

切に行う（図 43- ⑦⑧）。

Ｄ
内堀 

地区
環境管理

中・長期

・堀の水質浄化は景観や周辺環境への影響を考え、適切な方法を模索

しながら、実施していく。

Ｅ

武家屋敷

跡・外堀

地区

エリア整備

・まちづくり部局と連携して、説明板の設置を行う。

・既存のアプリ「よみがえる丸亀城」等との関連付けを図るなどの充

実に取り組む。

・観光ポイントを回遊する動線を設定し、案内板や順路誘導などの標

識を整備し、利便性を高める。

・駅からお城周辺エリアの面的整備、丸亀城周辺の利便施設の整備

の充実と、インバウンドを想定し、案内板・解説板等の多言語化、

Wi-Fi 環境の整備を図る。
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建造物復元 山上曲輪群地区 本丸・二の丸・三の丸などの隅櫓・渡櫓

  下曲輪御殿地区 御殿

遺構表示・復元 下曲輪御殿地区 庭園

内堀の水質浄化

案内・解説・展示施設の整備　既存施設の更新

案内・解説・展示施設の整備　新規整備

施設活用の方法を検討
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丸亀市立資料館①・観光案内所②・延寿閣別館③

トイレ　④・⑤・⑥

遊具等　⑦・⑧

石碑　　⑨・⑩・⑪・⑫

園路　　⑬

駐車場　⑭
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丸
亀
市
史
跡
丸
亀
城
跡
調
査
整
備
委
員
会

連絡

調整

連絡・調整
指導・助言
支援（事業など）

相互に連携
情報の共有

国（文化庁など）
香川県・香川県教育委員会

丸亀市
文化財保存活用課

〇史跡の保存・活用・整備
　●現状変更への対応
　●調査・研究
　●計画策定
　●保存
　●活用
　●整備
　●運営・体制の整備
　●情報の提供、発信、啓発
　●市民・地域活動団体の活動の支援
　●予算・事業費の確保

庁内関係各課

都市整備部都市計画課
産業文化部産業観光課
市民生活部生涯学習課
教育部学校教育課など

丸亀市（管理団体）

教育機関
研究機関

学識経験者
専門家など

引田城跡
高松城跡
その他近世城郭跡

市民・関係団体等
（史跡を活かした地域活動
地域おこしなど）

近世城郭関係市町村
（東かがわ市、高松市、

多度津町など）

連携

連携

連携

指導

助言
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持続的に実施・短期的（早期）に着手する施策 中・長期的施策

保
存

・丸亀城跡全体を対象とした調査・研究（資料の調査・

収集、櫓等復元のための情報についての懸賞金事業）

の推進や従来の調査・研究成果をまとめた報告書の

刊行
 

・大学、博物館等と連携した調査・研究
 

・発掘調査による地下遺構の存在状況や保存状態の

確認
 

・「整備基本計画」の策定
 

・丸亀城跡石垣全体の詳細調査、測量図・石垣カル

テ等の作成
 

・天守の修理・耐震対策
 

・丸亀城跡全体の本来的な排水体系・施設（遺構）

の調査
 

・史跡地の日常管理を徹底し、異変の早期発見・早

期対応に努め、自然災害にも備える
 

・文化財建造物やその他の施設も含めた防犯・防火

（設備更新も含む）対策
 

・外濠緑道公園の調査と史跡追加指定
 

・武家屋敷跡・外堀跡の埋蔵文化財包蔵地登録と必

要な保護措置の徹底
 

・出土遺物や歴史資料の適切な管理・保存処理・修

理

・資料館、大学、専門機関とも連携した、丸亀城跡

全体を対象とした調査・研究の一層の深化
 

・石垣のモニタリング（変状調査）の高度化
 

・石垣外の地下遺構（井戸や生駒氏時代のものを含

めて）の存在状況や保存状況を確認し、史跡整備

に繋げていくことを目的とした計画的な発掘調査

の実施と必要に応じた保存対策の実施
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持続的に実施・短期的（早期）に着手する施策 中・長期的施策

活
用

・丸亀城跡（文化財建造物や石垣等）の積極的な公

開
 

・歴史遺産としての活用（調査・研究の過程と結果、

石垣の修理等についての情報発信、ボランティアガ

イド等の人材育成、広域連携等）の推進
 

・学校教育における活用（歴史体験学習、自然観察

学習等）の推進
 

・生涯学習における活用（交流事業、市民学級、公

民館講座等）の推進
 

・地域づくり・観光における活用（イベントの開

催、レクリエーションの場としての活動、市民協働、

延寿閣別館の施設活用、周辺観光資源地との連携、

ビューポイントの設定、インバウンドへの対応、オ

リジナルグッズの充実等）の推進

・短期的・継続的な施策をブラッシュアップしなが

ら継続していく。

保
存
の
た
め
の
整
備

・坤櫓跡周辺石垣の災害復旧
 

・坤櫓跡周辺石垣以外の石垣や斜面、下曲輪地区土

塁について、保存対策の必要性や修理方法等の検討

及び事業化
 

・史跡地全体にわたる排水体系の整備や地盤の防水

対策
 

・天守をはじめとした文化財建造物の修理と耐震対

策
 

・石垣や地下遺構の保全のための植生環境の適切な

管理（樹木伐採など）
 

・石垣をはじめとした本質的価値の構成諸要素の保

存整備の継続

活
用
の
た
め
の
整
備

・来訪者が安全で快適に城跡を見学できるような植

生環境（危険木伐採、草刈り）の管理、利便施設（園

路・トイレ・あずまや・ベンチ等）や照明機器等の

適切な維持・管理・補修、危険回避対策
 

・史跡についての説明板や案内サインの充実（内容

や数の向上、様式の統一化、多言語化、Wi-Fi 環境

の整備、先端技術の活用等）
 

・丸亀市立資料館などのガイダンス機能の向上、天

守など既存施設での展示の見直し
 

・内堀の水質浄化対策
 

・建物や庭園復元等の活用のための整備に向けた、

資料・情報の収集、整備方法等についての調査・研

究

・山上曲輪群地区の櫓・門、下曲輪御殿地区の御殿・

庭園の復元を含む整備
 

・適切な動線計画による園路の再整備
 

・適切な植生環境の管理のブラッシュアップや利便

施設の再検討に基づく、適切な維持管理の継続・

更新、または施設の整理・撤去。
 

・御殿・庭園の整備と歩調を合わせた資料館・城内

駐車場の城外への移転
 

・史跡になじまない施設・構築物の撤去
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実施 

施策
項目　

年度

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

保
存

調査・研究（資料調査・収集、櫓等復

元のための懸賞金事業）、報告書の刊行、

大学等との連携

発掘調査による遺構の確認

「整備基本計画」の作成

石垣詳細調査（測量・カルテ作成等）

天守の耐震診断

史跡地全体の保存管理

史跡地全体の防犯・防火対策

外濠緑道公園の調査・追加指定

外堀跡・武家屋敷跡の埋蔵文化財包蔵

地登載

外堀跡・武家屋敷跡の保護措置の徹底

出土遺物や歴史資料の保存管理

活
用

丸亀城跡の積極的な公開（文化財建造

物や石垣等）

歴史遺産としての活用（調査・研究・

修理についての情報発信・ボランティ

アガイドなどの人材育成、広域連携等）

の推進

学校教育における活用（歴史体験、自

然観察等）の推進

生涯学習における活用（交流事業、市

民学級、公民館講座等）の推進

地域づくり・観光における活用（イベ

ントの開催、市民協働、延寿閣別館の

施設活用、周辺観光地との連携、ビュー

ポイントの設定、インバウンドへの対

応、オリジナルグッズの充実等）の推

進

保
存
の
た
め
の
整
備

坤櫓跡周辺石垣の災害復旧

その他の石垣修理や斜面安定、土塁保

存

排水路の整備

史跡地全体に関わる地盤の防水対策

天守の修理と耐震対策

大手門等の文化財建造物の耐震対策

石垣等遺構保全のための樹木伐採など

活
用
の
た
め
の
整
備

来訪者が安全で快適に城跡を見学でき

るような植生、利便施設の適切な維持・

管理・補修、危険回避対策

城内説明板や案内サインの充実

丸亀市立資料館等のガイダンス機能の

向上、展示の見直し

内堀の水質浄化

建物や庭園の復元整備に向けた調査・

研究
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史跡等の名称 丸亀城跡

管理団体 

所有者名
管理団体　丸亀市　　　　所有者　財務省・丸亀市

項目 実施例

取組状況

できて

いない
不十分

できて

いる

備考 

（現状、目的、成果等を記入）

（1）基本情報に

関すること
ア）説明板は設置されているか 1 2 3

（2）計画策定等

に関すること

ア）保存活用計画に基づいて実施さ

れているか
1 2 3

イ）保存活用計画書の見直しは実施

されているか
1 2 3

（3）保存に関す

ること

ア）指定、選定時における本質的価

値について十分把握できているか
1 2 3

イ）報告書の刊行ができているか 1 2 3

ウ）調査等により史跡等の価値等の

顕在化はできているか
1 2 3

エ）専門職員、大学等の専門機関、

上位機関との連携は図られているか
1 2 3

オ）石垣等の遺構の劣化状況や保存

環境に係る調査はされているか
1 2 3

カ）排水対策は十分なされているか 1 2 3

キ）文化財建造物の耐震対策は実施

されているか
1 2 3

ク）災害対策のための定期的な見回

りは十分されているか
1 2 3

（4）管理に関す

ること

ア）日常的な管理は適切に行われて

いるか
1 2 3

イ）文化財建造物の管理は適切に行

われているか
1 2 3

ウ）その他建造物の管理は適切に行

われているか
1 2 3

エ）排水施設の管理は適切に行われ

ているか
1 2 3

オ）城内の電灯や園路等の活用に必

要な施設の管理は適切になされてい

るか

1 2 3

カ）内堀の水質改善は図られている

か
1 2 3

キ）史跡等の周辺の環境保全のため

に、地域住民や関係機関との連携が

十分に図られているか

1 2 3
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項目 実施例

取組状況

できて

いない
不十分

できて

いる

備考 

（現状、目的、成果等を記入）

（5）公開、活用

に関すること

ア）公開が適切に行われているか 1 2 3

イ）史跡等の本質的価値を学び理解

する場となっているか
1 2 3

ウ）市民の文化的活動の場となって

いるか
1 2 3

エ）まちづくりと地域のアイデンティ

ティの創出に寄与しているか
1 2 3

オ）文化的観光資源としての活用が

されているか
1 2 3

カ）体験学習等は計画的に実施して

いるか
1 2 3

キ）パンフレット等を作成し活用さ

れているか
1 2 3

ク）看板やパンフレットが外国人向

けの対応がなされているか
1 2 3

ケ）資料館等のガイダンス施設は十

分に活用されているか
1 2 3

（6）整備に関す

ること

ア）整備計画は策定されているか 1 2 3

イ）史跡等の表現は、学術的根拠に

基づいているか
1 2 3

ウ）遺構等に影響がないように整備

されているか
1 2 3

エ）復旧や修理において、伝統技術

を十分尊重して実行できたか
1 2 3

オ）整備後に、修復の状況を管理し

ているか
1 2 3

カ）活用を意識した多言語に対応し

た整備が行なわれているか
1 2 3

キ）整備計画に基づく環境整備を実

施できたか
1 2 3

ク）整備において安全性の確保が行

われているか
1 2 3

ケ）整備計画の見直しはされている

か
1 2 3

（7）運営・体制・

連携に関するこ

と

ア）運営については適切に行われて

いるか
1 2 3

イ）体制については十分であるか 1 2 3

ウ）他部署との連携については十分

であるか
1 2 3

エ）地域やボランティアガイドとの

連携については十分であるか
1 2 3

（8）予算に関 

すること

ア）予算確保のための取組みはある

か
1 2 3

（文化庁『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』をもとに作成）


